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（
財
政
金
融
委
員
会
）

証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
六
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
よ
り
安
全
で
、
効
率
性
の
高
い
証
券
決
済
制
度
等
を
構
築
し
て
い
く
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
社
債
、
国
債
等

に
つ
い
て
、
券
面
を
必
要
と
し
な
い
新
た
な
振
替
制
度
の
整
備
、
よ
り
効
率
的
な
決
済
を
可
能
と
す
る
清
算
機
関
制
度
の
整
備

を
行
う
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
短
期
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等

１

短
期
社
債
等
の
無
券
面
化
及
び
振
替
に
よ
る
権
利
移
転
を
規
定
す
る
現
行
の
法
律
を
改
正
し
、
振
替
の
対
象
と
な
る
有

価
証
券
を
、
社
債
、
国
債
等
に
拡
大
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
法
律
の
題
名
を
「
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

（
以
下

」

「
社
債
等
振
替
法
」
と
い
う

）
に
改
め
る
。

。

２

１
に
基
づ
い
て
振
替
が
行
わ
れ
る
国
債
の
う
ち
、
財
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
元
本
部
分
と
利
息
部
分
の

分
離
、
統
合
が
可
能
な
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
債
の
制
度
を
導
入
す
る
。

３

振
替
機
関
（
振
替
業
を
営
む
者
と
し
て
主
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
株
式
会
社
）
と
投
資
家
等
の
間
に
口
座
管
理
機
関
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が
介
在
し
、
多
層
構
造
を
有
す
る
振
替
制
度
（
各
階
層
間
で
振
替
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
）
を
構
築
で
き
る
よ
う
、
所
要
の

規
定
を
整
備
す
る
。

４

振
替
機
関
の
業
務
規
程
に
お
い
て
、
口
座
管
理
機
関
、
加
入
者
集
会
等
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
ほ
か
、
口
座
管
理

機
関
は
、
そ
の
加
入
者
に
対
し
、
当
該
口
座
管
理
機
関
の
上
位
機
関
が
負
う
消
却
義
務
を
連
帯
し
て
保
証
す
る
旨
を
定
め

る
。

５

日
本
銀
行
が
国
債
の
振
替
を
行
う
振
替
機
関
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

６

新
た
な
振
替
制
度
の
整
備
に
伴
い
、
権
利
の
帰
属
、
社
債
券
等
の
不
発
行
、
振
替
に
関
す
る
手
続
及
び
社
債
等
の
発
行

に
関
す
る
商
法
の
特
例
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

７

振
替
機
関
及
び
口
座
管
理
機
関
の
誤
記
載
等
に
よ
る
損
害
か
ら
加
入
者
を
保
護
す
る
た
め
、
加
入
者
保
護
信
託
を
設
け

る
。
振
替
機
関
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
振
替
機
関
を
委
託
者
、
信
託
会
社
等
を
受
託
者
、
補
償
対
象
債
権
を

有
す
る
加
入
者
を
受
益
者
と
す
る
加
入
者
保
護
信
託
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
振
替
機
関
及
び
口
座
管
理
機
関
は
、
振
替
機
関
の
定
め
る
業
務
規
程
に
従
い
、
負
担
金
を
委
託
者
に
対
し
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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８

施
行
日
か
ら
五
年
内
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
発
行
決
議
が
さ
れ
、
発
行
後
に
取
締
役
会
に
お
い
て
社
債
等
振
替
法

の
適
用
を
受
け
る
旨
を
定
め
た
社
債
の
う
ち
、
社
債
権
者
の
申
請
に
よ
り
振
替
受
入
簿
に
記
録
さ
れ
た
社
債
に
つ
い
て
、

社
債
等
振
替
法
の
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
国
債
等
に
つ
い
て
も
同
様
の
特
例
措
置
を
設
け
る
。

９

社
債
等
の
振
替
制
度
の
整
備
に
伴
い
、
株
券
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
保
管
及
び
振
替
の
対
象
と
な

る
有
価
証
券
の
範
囲
を
株
券
及
び
株
券
に
関
す
る
も
の
に
改
め
る

ま
た

社
債
等
登
録
法
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
そ
の
他

。

、

関
係
法
律
の
改
正
を
行
う
。

二
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
改
正

１

有
価
証
券
債
務
引
受
業
を
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
制
と
す
る
ほ
か
、
当
該
業
務
を
行
う
証
券
取
引
清
算
機
関
の
業
務
、

業
務
方
法
書
、
清
算
預
託
金
、
役
職
員
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

ま
た
、
証
券
取
引
所
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
有
価
証
券
債
務
引
受
業
等
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

規
定
を
設
け
る
。

２

証
券
取
引
に
係
る
清
算
に
関
す
る
制
度
の
整
備
に
伴
い
、
証
券
取
引
所
に
係
る
信
認
金
、
取
引
所
の
業
務
規
程
記
載
事

項
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。
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３

金
融
先
物
取
引
に
係
る
清
算
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、
１
及
び
２
と
同
様
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
国
債
の
取
引
及
び
同
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
改
正

１

国
債
の
整
理
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
国
債
の
買
入
消
却
の
実
施
の
要
件
を
改
め
る
。

２

国
債
の
利
子
額
を
基
準
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
政
府
に
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
者
に
対
し
、
一
定
の
方
法

に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
支
払
い
を
約
す
る
こ
と
（
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
）
が
で
き
る
よ
う
、
規
定
を
設
け
る
。

３

財
務
大
臣
が
定
め
る
特
定
の
国
債
に
つ
い
て
譲
渡
の
制
限
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
改
め
る
。

４

一
の
２
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
ス
ト
リ
ッ
プ
ス
債
の
う
ち
、
分
離
さ
れ
た
利
息
部
分
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
利
子
所

得
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
等
、
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
そ
の
他

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
。


